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米子市災害対策本部

清掃班

災害廃棄物担当

統括兼連絡責任者

生活ごみ・避難所ごみ
し尿担当

施設担当

総務担当

本部長（市長）

災害対策本部員

市民生活部長

副本部長（副市長）

水道事業管理者教育長

本部会議

対策部

議会事務局長 ・・・

土木都市施設班

工務班

建設管理班

総務班

財務輸送班

・
・
・

第２章  組織及び協力支援体制  

 

第１節  組織体制・指揮命令系統  

 災 害 発 生 時 に は 、 災 害 廃 棄 物 及 び 生 活 ご み ・ 避 難 所 ご み ・ し 尿 の 処 理 を 円 滑

か つ 迅 速 に 行 う た め 、 市 災 害 対 策 本 部 清 掃 班 を 中 心 と し て 、 災 害 廃 棄 物 等 の 処

理 を 担 当 す る 組 織 を 立 ち 上 げ る 。  

 な お 、損 壊 家 屋 等 の 解 体 や 災 害 廃 棄 物（ 撤 去 等 廃 棄 物 ）の 収 集 運 搬 等 は 土 木 ・

建 築 系 の 作 業 が 中 心 で あ り 、 設 計 、 積 算 、 現 場 管 理 等 の 知 識 が 必 要 と な る こ と

か ら 、 土 木 ・ 建 築 系 の 人 材 な ど 、 対 策 部 の 他 班 と の 連 携 が 重 要 と な る 。  

参 考 ： 災 害 廃 棄 物 処 理 行 政 事 務 の 手 引 き （ 平 成 2 9 年 3 月  環 境 省 東 北 地 方 環 境 事 務 所 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  1 災 害 廃 棄 物 処 理 に 係 る 組 織 体 制  
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第２節  情報収集・連絡  

(1) 情 報 の 収 集  

  災 害 発 生 時 に は 、 人 命 救 助 を 最 優 先 し つ つ 被 害 状 況 の 把 握 を 行 い 、 次 の 情

報 を 収 集 す る 。 こ れ ら の 情 報 を も と に 、 通 常 の 一 般 廃 棄 物 の 収 集 運 搬 、 処 分

体 制 が 維 持 で き る の か ど う か の 判 断 を 行 う 。  

   

□ 職 員 の 安 否 情 報 、 参 集 （ 見 込 ） 状 況  

□ 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 （ ご み 焼 却 施 設 、 し 尿 処 理 施 設 、 最 終 処 分 場 等 ） の

被 害 状 況  

□ 収 集 運 搬 車 両 ・ 機 材 の 被 害 状 況  

□ 電 力 、 ガ ス 、 上 下 水 道 等 ラ イ フ ラ イ ン の 供 給 状 況  

□ 道 路 等 の 被 害 状 況  

□ 避 難 所 数 、 避 難 者 数 及 び 仮 設 ト イ レ の 設 置 状 況  

□ 全 半 壊 の 損 壊 家 屋 数  

□ 水 害 又 は 津 波 の 浸 水 範 囲  

□ 一 部 事 務 組 合 や 隣 接 す る 他 市 町 村 の 状 況  

 参 考：災 害 廃 棄 物 処 理 行 政 事 務 の 手 引 き（ 平 成 2 9 年 3 月  環 境 省 東 北 地 方 環 境 事 務 所 ）  

   

(2) 連 絡  

収 集 し た 被 害 情 報 等 は 、 被 害 情 報 等 連 絡 表 等 に よ り 、 市 災 害 対 策 本 部 総 務

部 総 務 班 に 報 告 す る と と も に 、 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 被 害 状 況 報 告 書 に よ り 、

県 循 環 型 社 会 推 進 課 へ 連 絡 す る 。  
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第３節  協力・支援体制  

 

１  自衛隊・警察・消防との連携  

 発 災 初 動 期 に お い て は 、 市 は ま ず 人 命 救 助 を 優 先 し な け れ ば な ら な い 。 迅 速

な 人 命 救 助 の た め に 、 本 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ き 、 自 衛 隊 や 警 察 、 消 防 と 連 携

し て 道 路 上 の 災 害 廃 棄 物 を 撤 去 等 す る 必 要 が あ る 。  

な お 、人 命 救 助 や ラ イ フ ラ イ ン 復 旧 に は 、自 衛 隊 や 警 察 、消 防 、道 路 部 局 等 、

さ ま ざ ま な 部 局 等 が 関 係 す る た め 、 情 報 の 一 元 化 の 観 点 か ら 市 災 害 対 策 本 部 対

策 部 各 班 と 調 整 の う え で 連 携 す る 。  

自 衛 隊 ・ 警 察 ・ 消 防 と の 連 携 に 当 た っ て の 具 体 的 な 事 項  

【 発 災 初 動 期 の 留 意 事 項 】  

・ 災 害 廃 棄 物 の 撤 去  

・ 思 い 出 の 品 の 保 管  

・ 貴 重 品 の 搬 送 ・ 保 管  

・ 不 法 投 棄 の 防 止  

・ 二 次 災 害 の 防 止  

【 災 害 応 急 時 の 対 応 事 項 】  

 ・放 置 車 両 等 に よ り 道 路 が 通 行 で き な い こ と も 想 定 さ れ る た め 、自 衛 隊 ・

警 察 ・ 消 防 等 に 収 集 運 搬 ル ー ト を 示 し 、 協 力 が 得 ら れ る 体 制 を 確 保 す

る 。  

 ・ 災 害 廃 棄 物 等 を 撤 去 す る 際 に は 、 石 綿 や 硫 酸 な ど の 有 害 物 質 や 危 険 物

質 が 混 在 す る 可 能 性 が あ る た め 、 市 は そ の 旨 を 自 衛 隊 ・ 警 察 ・ 消 防 等

へ 伝 え る と と も に 安 全 確 保 に 努 め る 。  

 ・ 有 害 物 質 の ハ ザ ー ド マ ッ プ を 用 い て 、 関 係 者 へ 有 害 物 質 の 保 管 場 所 を

周 知 す る と と も に 、 優 先 的 な 回 収 ・ 処 理 を 心 が け 、 二 次 災 害 の 防 止 に

努 め る 。  

 出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 （ 平 成 3 0 年 3 月  環 境 省 ）  
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２  県、国との連携  

災 害 廃 棄 物 処 理 に 当 た っ て は 、 本 市 が 主 体 と な り 自 区 内 処 理 を 行 う こ と が 基

本 と な る が 、 被 災 状 況 や 災 害 廃 棄 物 の 発 生 量 に よ り 自 区 内 で の 処 理 が 困 難 な 場

合 が 想 定 さ れ る 。 鳥 取 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 に お い て 、 被 災 市 町 村 で の 処 理 が

困 難 な 場 合 は 、 近 隣 市 町 村 や 民 間 の 既 存 施 設 を 活 用 し て 地 域 間 の 連 携 に よ り 県

内 処 理 を 目 指 す と さ れ て お り 、 そ の 際 は 県 が 主 催 す る 「 災 害 廃 棄 物 処 理 対 策 協

議 会 」 に お い て 県 が 主 体 と な っ て 受 入 調 整 が 行 わ れ る こ と に な る 。 そ の た め 、

自 区 内 で の 処 理 が 困 難 な 場 合 は 、 支 援 要 請 書 に よ り 、 鳥 取 県 に 対 し 支 援 を 要 請

す る こ と と す る 。  

災 害 廃 棄 物 処 理 対 策 協 議 会  

【 構 成 】  

 県 災 害 廃 棄 物 対 策 チ ー ム （ 事 務 局 ）  

 市 町 村 ・ 事 務 組 合 等 廃 棄 物 担 当 課  

 災 害 廃 棄 物 処 理 協 定 締 結 団 体  

【 役 割 】  

 処 理 体 制 の 構 築 、 役 割 分 担 の 整 理 、 廃 棄 物 の 受 入 調 整  

 

な お 、 県 内 の 地 域 区 分 は 、 平 時 の ご み 処 理 体 制 に 基 づ き 、 次 の 表 に 示 す ３ つ

が 基 本 と な る 。  

表  1 県 内 の 地 域 区 分  

地 域 区 分  構 成 市 町 村  

東 部  鳥 取 市 、 岩 美 町 、 若 桜 町 、 智 頭 町 、 八 頭 町  

中 部  倉 吉 市 、 三 朝 町 、 湯 梨 浜 町 、 琴 浦 町 、 北 栄 町  

西 部  米 子 市 、 境 港 市 、 日 吉 津 村 、 大 山 町 、 南 部 町 、 伯 耆 町 、 日 南 町 、 

日 野 町 、 江 府 町  

 

(1) 最 大 想 定 時 の 県 内 の 組 織 体 制  

  最 大 想 定 時 の 災 害 廃 棄 物 の 量 は 、 全 半 壊 家 屋 の 解 体 撤 去 に 伴 っ て 発 生 す る

が れ き 等 を 中 心 に 、通 常 年 間 に 市 が 処 理 す る 一 般 廃 棄 物 の 約 12 倍 に 相 当 す る

膨 大 な 量 が 発 生 す る こ と が 見 込 ま れ る 。 さ ら に 、 災 害 が れ き 等 は 日 常 市 が 処

理 を 行 う こ と が な い 性 質 の 廃 棄 物 で あ り 、 ま た 広 範 囲 に わ た り 発 生 す る こ と

を 踏 ま え 、 迅 速 な 処 理 及 び 復 興 に 向 け 、 県 に 災 害 廃 棄 物 処 理 の 事 務 を 委 託 す

る こ と を 想 定 し た 体 制 づ く り を 基 本 と す る 。  

  な お 、 市 が 県 に 災 害 廃 棄 物 処 理 の 事 務 を 委 託 す る に は 、 地 方 自 治 法 第 252

条 の 14 の 規 定 に 基 づ き 、県 及 び 本 市 の そ れ ぞ れ の 議 会 の 議 決 を 得 て 規 約 を 定

め て 行 う 必 要 が あ る 。 事 務 委 託 に 関 す る 事 務 の 円 滑 化 の 観 点 か ら 、 県 災 害 廃
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国・他の都道府県

環境省
他の都道府県
廃棄物担当課等

支援
要請

支援
要請

総括責任者
総務担当
・事務受託に関する手続調整
・契約事務
計画担当
・発生量推計・実行計画策定
・処理体制の構築、調整
・外部（国、他団体）との調整
処理担当
・二次仮置場の確保
・解体撤去の総合調整
・仮設処理施設の整備

災害廃棄物対策チーム

情報収集
支援調整

支
援
要
請

対
応
指
示

災害廃棄物処理対策協議会

【構成】※次の責任者
県災害廃棄物対策チーム（事務局）
市町村・事務組合等廃棄物担当課
災害廃棄物処理協定締結団体
【役割】
・処理体制の構築、役割分担の整理、
廃棄物の受入調整

処理に関する
総合調整のため
適宜開催

※中国四国地方環境事務所と随時情報共有し
場合によって協議会への参画を求める

鳥取県
災害対策本部

米子市
災害対策本部

清掃班

情報収集
支援調整

棄 物 処 理 計 画 の 巻 末 資 料 「 災 害 廃 棄 物 処 理 の 事 務 の 委 託 に 関 す る 規 約 」 案 を

参 考 に 、 処 理 体 制 の 整 備 を 図 る も の と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  2 震 度 ７ 発 生 時 （ 最 大 想 定 時 ） の 県 内 の 組 織 体 制  

出 典 ： 県 災 害 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 （ 平 成 3 0 年 4 月 ） に 加 筆  
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国・他の都道府県

環境省
他の都道府県
廃棄物担当課等

支援
要請

支援
要請

・災害廃棄物処理実行計画の策定
・処理体制構築に向けた各方面と
の調整

県循環型社会推進課

情報収集
支援調整

支
援
要
請

対
応
指
示

災害廃棄物処理対策協議会

【構成】※次の責任者
県災害廃棄物対策チーム（事務局）
市町村・事務組合等廃棄物担当課
災害廃棄物処理協定締結団体
【役割】
・処理体制の構築、役割分担の整理、
廃棄物の受入調整

処理に関する
総合調整のため
適宜開催

※中国四国地方環境事務所と随時情報共有し
場合によって協議会への参画を求める

鳥取県
災害対策本部

米子市
災害対策本部

清掃班

情報収集
支援調整

(2) 最 大 想 定 以 外 の 災 害 時 の 県 内 の 組 織 体 制  

  「 災 害 廃 棄 物 処 理 対 策 協 議 会 」 は 最 大 想 定 以 外 の 災 害 時 に お い て も 県 （ 循

環 型 社 会 推 進 課 ） が 事 務 局 機 能 を 担 い 、 運 営 さ れ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  3 最 大 想 定 時 以 外 の 県 内 の 組 織 体 制  

出 典 ： 県 災 害 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 （ 平 成 3 0 年 4 月 ） に 加 筆  
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(3) 県 外 の 広 域 支 援 体 制  

県 内 の 既 存 施 設 で 処 理 で き な い 場 合 は 、 県 外 で 広 域 処 理 を 実 施 す る 。  

災 害 廃 棄 物 対 策 中 国 ブ ロ ッ ク 協 議 会 で は 、 行 動 計 画 に お い て 広 域 連 携 体 制

や 体 制 確 立 の 基 本 的 な 流 れ に つ い て 定 め て い る 。  

ブ ロ ッ ク 内 で の 処 理 に つ い て は 、 市 の 要 請 に 基 づ き 、 県 が 中 国 ブ ロ ッ ク の

広 域 支 援 本 部 と 連 携 を 図 り な が ら 調 整 を 行 う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国５県災害等発生時の広域支援に関する協定について  

 中 国 ５ 県 で は 、「 中 国 ５ 県 災 害 等 発 生 時 の 広 域 支 援 に 関 す る 協 定 」に お い て 、

被 災 県 が 独 自 で は 十 分 な 応 急 措 置 が 実 施 で き な い 場 合 の 被 災 県 に 対 す る 応 急

措 置 等 の 支 援 を 実 施 す る 体 制 等 が 定 め ら れ て い る 。  

【 参 考 ： 中 国 ５ 県 災 害 等 発 生 時 の 広 域 支 援 に 関 す る 協 定 （ 抜 粋 ）】  

（ カ ウ ン タ ー パ ー ト 制 に よ る 支 援 ）  

第 １ 条  中 国 ５ 県 は 、 被 災 県 に 対 す る 支 援 を 行 う 県 を 予 め 定 め た カ ウ ン タ ー

パ ー ト 制 に よ り 、 災 害 等 発 生 当 初 か ら 円 滑 か つ 迅 速 に 支 援 を 行 う 。  

２  カ ウ ン タ ー パ ー ト 制 に よ り 被 災 県 に 対 す る 支 援 を 行 う 県 は 、 災 害 等 発 生

後 、 必 要 に 応 じ て 、 速 や か に 連 絡 員 を 被 災 県 に 派 遣 し 、 情 報 収 集 を 行 う と

と も に 、 被 災 県 が 必 要 と す る 支 援 を 実 施 す る 。  

（ 広 域 支 援 本 部 に よ る 支 援 ）  

第 ２ 条  中 国 ５ 県 は 、 被 災 状 況 に 応 じ た 、 よ り 的 確 な 支 援 を 実 施 す る た め 、

中 国 地 方 知 事 会 会 長 県 に 中 国 ５ 県 広 域 支 援 本 部 （ 以 下 「 広 域 支 援 本 部 」 と

い う 。） を 設 置 す る 。  

２  広 域 支 援 本 部 は 、 中 国 ブ ロ ッ ク 内 各 県 、 他 の ブ ロ ッ ク 知 事 会 及 び 全 国 知

事 会 と の 調 整 等 、 広 域 支 援 に 係 る 包 括 的 な 調 整 を 行 う 。  

３  被 災 県 以 外 の 各 県 は 、 広 域 支 援 本 部 に 連 絡 調 整 員 を 派 遣 す る と と も に 、

広 域 支 援 本 部 の 調 整 の 下 、 被 災 県 が 必 要 と す る 支 援 を 実 施 す る 。  

カウンターパート制による支援担当県の優先順位  

被 災 県  
支 援 担 当 県  

第 １ 順 位  第 ２ 順 位  第 ３ 順 位  第 ４ 順 位  

鳥 取 県  岡 山 県  島 根 県  広 島 県  山 口 県  

島 根 県  鳥 取 県  広 島 県  山 口 県  岡 山 県  

岡 山 県  広 島 県  鳥 取 県  山 口 県  島 根 県  

広 島 県  山 口 県  岡 山 県  島 根 県  鳥 取 県  

山 口 県  島 根 県  広 島 県  鳥 取 県  岡 山 県  

出 典 ：「 中 国 ５ 県 災 害 等 発 生 時 の 広 域 支 援 に 関 す る 協 定 に 基 づ く  

    支 援 ・ 受 援 マ ニ ュ ア ル 」  
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中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定実施要領について  

 中 国 ブ ロ ッ ク と 四 国 ブ ロ ッ ク が 相 互 に 支 援 を す る 場 合 の カ ウ ン タ ー パ ー ト

が 、 本 実 施 要 領 で 定 め ら れ て い る 。  

【参考：中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定実施要領（抜粋）】 

（ カ ウ ン タ ー パ ー ト 制 に よ り 支 援 を 行 う 県 ）  

第 ２ 条  協 定 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る カ ウ ン タ ー パ ー ト 制 に よ り 被 災 県 に 対

す る 支 援 を 行 う 県 の 組 合 せ を 別 表 １ の と お り 定 め る 。  

別表１  

グ ル ー ピ ン グ  構 成 県  

グ ル ー プ １  鳥 取 県  徳 島 県  

グ ル ー プ ２  岡 山 県  香 川 県  

グ ル ー プ ３  広 島 県  愛 媛 県  

グ ル ー プ ４  島 根 県  山 口 県  高 知 県  

 

広域連携体制の確立について  

 大 規 模 災 害 が 発 生 し た と き 、被 災 市 町 村 、被 災 県 、応 援 県（ 市 町 村 を 含 む ）、

国 、 民 間 団 体 は 、 基 本 的 に は 、 ま ず 自 組 織 内 の 体 制 を 確 立 し 、 被 災 状 況 を 収

集 ・ 整 理 の 後 、 関 係 機 関 と の 連 携 体 制 を 構 築 す る 。 被 災 市 町 村 等 が 自 組 織 の

み で 体 制 を 確 立 す る こ と が 困 難 な 場 合 に は 、応 援 県 、国 、D.Waste- Net 等 の 職

員 ・ 専 門 家 の 派 遣 に よ り 体 制 確 立 を 支 援 す る 。  

広域連携体制の確立フロー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 廃 棄 物 処 理 組 織 体 制 の 確 立  

・ 災 害 廃 棄 物 処 理 組 織 体 制 の 確 立  

・ 被 災 県 、 被 災 市 町 村 の 連 絡 体 制 の 確 立  

・ 広 域 支 援 本 部 の 設 置  

・ 災 害 廃 棄 物 相 談 窓 口 の 開 設 準 備  

被 災 状 況 の 把 握 と 広 域 連 携 体 制 の 充 実  

・ 県 内 の 廃 棄 物 処 理 施 設 等 の 被 害 状 況 の 収 集  

・ 仮 置 場 候 補 地 、 周 辺 道 路 等 の 被 害 状 況 の 収 集  

・ 民 間 事 業 者 の 被 災 状 況 の 収 集 ・ 整 理  

・ 処 理 困 難 廃 棄 物 関 連 の 被 害 状 況 の 収 集  

・ 環 境 部 門 と 防 災 、 土 木 部 門 等 の 連 携 体 制 の 確 立  

・ 広 域 支 援 本 部 現 地 連 絡 室 の 設 置  
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３  他の地方公共団体との連携  

大 規 模 災 害 発 生 時 に は 、 基 本 的 に 県 が 「 災 害 廃 棄 物 処 理 対 策 協 議 会 」 に お い

て 他 の 市 町 村 や 民 間 事 業 者 等 と の 調 整 を 行 う こ と と な る が 、 本 市 で 平 時 に 発 生

す る 一 般 廃 棄 物 の う ち 、 不 燃 ご み や し 尿 等 に つ い て は 鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理

組 合 で 処 理 し て い る こ と 、 ま た 、 本 市 の 焼 却 施 設 で あ る 米 子 市 ク リ ー ン セ ン タ

ー で は 近 隣 市 町 村 の 可 燃 ご み を 受 入 れ 焼 却 し て い る こ と か ら 、 災 害 発 生 時 に は

こ れ ら の 地 方 公 共 団 体 と も 個 別 に 連 携 を 図 る 必 要 が あ る 。  

 

(1) 鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合  

平 時 に 本 市 が 鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合 リ サ イ ク ル プ ラ ザ で 処 理 を 行 っ

て い る 一 般 廃 棄 物 の 区 分 は 、 次 の と お り で あ る 。  

表  2 平 時 に リ サ イ ク ル プ ラ ザ で 処 理 を 行 っ て い る 一 般 廃 棄 物  

種 別  分 別 区 分  

不 燃 ・ 不 燃 粗 大 ご み  不 燃 ご み  

不 燃 性 粗 大 ご み  

資 源 物  

（ 再 生 資 源 ご み ）  

缶 ・ ビ ン 類  

ペ ッ ト ボ ト ル  

牛 乳 パ ッ ク  

再 利 用 ビ ン  

古 紙 類  

  ま た 、 市 内 で 発 生 す る し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 は 鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合

米 子 浄 化 場 及 び 白 浜 浄 化 場 で 処 理 し て い る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県西部広域行政管理組合 BCP について  

 鳥 取 県 西 部 圏 域 内 に お い て 災 害 が 発 生 し た 際 、 災 害 時 優 先 業 務 を 最 大 限 迅

速 、 効 果 的 に 実 施 し 、 災 害 時 に お け る 被 害 、 特 に 施 設 被 害 を 最 小 限 に と ど め

る と と も に 、 被 害 を 受 け た 施 設 の 復 旧 を 最 短 時 間 で 行 う こ と を 目 的 に 、 鳥 取

県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合 BCP が 策 定 さ れ て い る 。  

＜ 鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合 B C P  別 紙 １ 災 害 時 優 先 業 務 項 目 表（ 抜 粋 ）＞  

【 環 境 資 源 課 】  

２  縮 小 ・ 休 止 す る 通 常 業 務  

① 縮 小 業 務 （ 通 常 業 務 の う ち 、 災 害 時 に お い て は 縮 小 す る 業 務 ）  

優 先 順 位  項  目  

A  
不 燃 ・ 不 燃 粗 大 ご み 処 理  

ご み 搬 入 受 付 業 務  

  ② 休 止 業 務 （ 通 常 業 務 の う ち 、 災 害 時 に お い て は 休 止 す る 業 務 ）  

優 先 順 位  項  目  

A  再 生 資 源 ご み 処 理  
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(2) 境 港 市 、 大 山 町 、 日 吉 津 村  

平 時 に 本 市 が 米 子 市 ク リ ー ン セ ン タ ー で 可 燃 ご み の 受 入 れ を 行 っ て い る 自

治 体 は 、日 吉 津 村 、大 山 町（ 旧 中 山 清 掃 セ ン タ ー 処 理 相 当 分 ）、境 港 市 の ３ 市

町 村 で あ る 。  

災 害 発 生 時 に は 、 可 燃 ご み の う ち 優 先 処 理 す る 種 類 や 受 入 可 能 量 等 に つ い

て ３ 市 町 村 と 協 議 を 行 う 必 要 が あ る 。  

表  3 米 子 市 ク リ ー ン セ ン タ ー に お け る 平 成 30 年 度 の 可 燃 ご み 処 理 量  

H30 年度処理量（ｔ） 割合（％）※１ 

55,732 100 

内訳 米子市 45,110 81 

日吉津村 1,279 2 

大山町※２ 1,341 2 

境港市 8,002 14 

    ※ １ 四 捨 五 入 の 都 合 上 、 合 計 が 異 な る 。  

    ※ ２ 旧 中 山 清 掃 セ ン タ ー 処 理 相 当 分 。  
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４  民間事業者との連携  

通 常 、 市 で 処 理 す る こ と の な い 家 屋 解 体 に 伴 っ て 発 生 す る が れ き 類 や 瞬 時 に

大 量 に 発 生 す る 災 害 廃 棄 物 の 処 理 に 当 た っ て は 、 日 々 そ の 役 割 を 担 っ て い る 関

係 業 界 の 支 援 が 不 可 欠 で あ り 、 県 や 本 市 で は こ れ ら の 業 界 と 災 害 廃 棄 物 処 理 に

関 す る 協 定 を 締 結 し て い る 。  

本 市 の 処 理 能 力 を 超 え る 災 害 （ 震 度 ５ 強 ～ ６ 弱 相 当 以 上 の 災 害 ） が 発 生 し た

場 合 に 円 滑 に 関 係 業 界 の 支 援 を 得 る た め に は 業 界 と の 調 整 が 必 要 に な る が 、 県

災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 に お い て 、 県 主 導 で 設 置 さ れ る 「 災 害 廃 棄 物 処 理 対 策 協 議

会 」 に お い て 県 が そ の 調 整 を 行 う こ と と さ れ て い る こ と か ら 、 県 に 対 し て 支 援

要 請 を 行 う 。  

な お 、 鳥 取 県 清 掃 事 業 (協 )と 鳥 取 県 西 部 事 業 系 一 般 廃 棄 物 (協 )と は 市 が 単 独

で 協 定 を 締 結 し て い る こ と か ら 、 必 要 に 応 じ て 市 が 直 接 支 援 要 請 を 行 う 。  

表  4 災 害 廃 棄 物 処 理 に 関 す る 協 定 一 覧  

協 定 書 名  相 手 方  鳥 取 県  本 市  

地 震 等 大 規 模 災 害 時 に お け る 被

災 建 物 の 解 体 撤 去 等 の 協 力 に 関

す る 協 定  

(一 社 )鳥 取 県 産 業 資

源 循 環 協 会  

（ 旧 (一 社 )鳥 取 県 産

業 廃 棄 物 協 会 ）  

H18.10.27  H27.4.27  

地 震 等 大 規 模 災 害 時 に お け る 災

害 生 活 ご み の 収 集 運 搬 の 協 力 に

関 す る 協 定  

鳥 取 県 清 掃 事 業 (協 )  

 

H18.10.27   

一 般 廃 棄 物 の 撤 去 、収 集 運 搬 並 び

に 処 分 の 協 力 に 関 す る 協 定  

鳥 取 県 清 掃 事 業 (協 )   H27.4.27  

鳥 取 県 西 部 事 業 系 一

般 廃 棄 物 (協 )  

 H27.4.27  

地 震 等 大 規 模 災 害 時 に お け る 災

害 し 尿 等 の 収 集 運 搬 の 協 力 に 関

す る 協 定  

鳥 取 県 環 境 整 備 事 業

(協 )  

H18.10.27  H28.5.16  

地 震 等 大 規 模 災 害 時 に お け る 被

災 建 物 の 解 体 撤 去 等 の 協 力 に 関

す る 協 定  

鳥 取 県 解 体 工 事 業

(協 )  

H18.10.27   

大 規 模 災 害 時 に お け る 災 害 廃 棄

物 の 処 理 等 の 協 力 に 関 す る 協 定  

鳥 取 県 リ サ イ ク ル

(協 )  

H28. 3.11  H31.4.17  

 

 

 

 


